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令和6年4月1日現在（前月比）  人口／3,140人（－17）  男／1,481人（－6）  女／1,659人（－11）  世帯数／1,306世帯（＋1）

No.235

■ 地域振興課 71-1892
■ 市民福祉課 71-1894
■ 産業建設課 71-1896
■ 教育委員会分室 71-1897 ■ 用瀬小学校 87-2214

■ もちがせ保育園 87-3600

■ 社地区公民館 87-3473
■ 用瀬地区公民館 87-3108

■ 大村地区公民館 87-2884

■ 用瀬図書館 87-2702

■ 用瀬人権文化センター 87-2447

■ 鳥取市南部地域包括支援センター
 (用瀬保健センター内) 76-2351

■ 千代南中学校 87-2014

 鳥取市用瀬町総合支所 地域振興課　〒689-1201 鳥取市用瀬町用瀬832
0858-71-1892  0858-87-2270  ｍc-chiiki@city.tottori.lg.jp

用瀬町総合支所の職員体制

課　長　岡本秀一（本務副支所長）
課長補佐　遠藤暁子
　　　　山名麻美　池井和世(併任:産業建設課)　
　　　　有田倫平

地域振興課　　71-1892
課　長　堀場明美
　　　　谷口愛奈　　山名春佳　　森本竜太朗
　　　　池内睦子　　西尾奈緒美　稲墻陽子　

市民福祉課　　71-1894

課　長　浜部賢司
　　　　平木正和　橋﨑慎司　大家寿之　
　　　　萩原健一郎

産業建設課　　71-1896
分室長　岡本秀一（本務副支所長）
　　　　藤原直樹　西尾久子　楳川友美

教育委員会用瀬町分室　　71-1897

支所長 太田 潤一（併任：用瀬図書館長）
副支所長 岡本 秀一（兼務：用瀬郷土歴史館長）

令和６年４月１日現在

晴
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　旧暦３月３日の４月１１日（木）江戸時代から続く伝統行事「流しびな」が開催されました。町
内外から訪れた人たちはひな人形などで飾られた用瀬の街中を散策したり、無病息災を願って
千代川にさん俵に乗せたひな人形を流す様子を楽しんでいました。
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【特別なイベント】
　

★～和紙に遊ぶ～山本ふさえ因州和紙写真展★
　因州和紙を台紙にしたほんわかと温かみのある
写真をご覧ください。山本ふさえちゃん（ふーちゃ
ん先生のやさしい写真教室の講師）
と　き　5月1日（水）～6月9日（日）
ところ　用瀬図書館内・３階廊下

★絵本のじかん★（3歳以上対象）
と　き　5月19日（日）10：30～11：00
ところ　用瀬図書館3階 おはなしの部屋
★みんなでイキイキ音読教室★
と　き　5月29日（水）10：30～11：30
ところ　用瀬町総合支所3階 会議室

 

★「日本初の女性弁護士 中田正子」★（要申込・20名）
　朝ドラ「虎に翼」主人公のモデル三淵嘉子ととも
に日本初の女性弁護士になった鳥取市にゆかりの
ある中田正子さんの生涯について。
と　き　５月11日（土）14:00～15:00
ところ　用瀬町総合支所 ３階 会議室
講　師　奥村　寧子さん（鳥取あおや郷土館学芸員）

 

【定例のイベント】

《休館日》 毎週火曜日・毎月最終木曜日

あらゆる差別をなくする町民集会　講師への質問と回答

    

●行政書士無料相談★（事前予約）
　　遺言や相続、借地借家、農地転用等に関する
　手続きについて、行政書士が相談に応じます。
　5月5日（日）10:30～14:30 ※奇数月に開催
　用瀬町総合支所3階おはなしの部屋
　主催：鳥取県行政書士会
　　0857-24-2744

●人権相談日
　5月8日（水）10:00～12:00
　用瀬町民会館

●定期健康相談
　5月13日（月） 受付9:30～11:00
　大村地区公民館
　持ち物（持っている人のみ）
　…健康手帳、健康診査の結果
　　71-1894（市民福祉課）

●心配ごと・行政相談
　5月17日（金）9:00～10:30
　用瀬保健センター

●年金出張相談所（事前予約）
　5月21日（火）10：00～15：00
　智頭町総合センター
　※事前予約電話番号（鳥取年金事務所）
　　0857-27-8311（音声案内1番の次に2番を押してください。）

【問い合せ先】八頭消防署用瀬出張所   87-3111

 

ずっと気になっていた・・・
救急車がゆっくり走行する理由

　実は、深い理由があります！！その理由は、具合の悪い
人のことを第一に考えているからです。病態によっては
少しの刺激や振動でも容態が悪化することがあるため、
アクセルやブレーキの操作、路面の状況に気を付けて走
行しています。

「救急車はなぜあんなにゆっくりなんだろう・・・。」
みなさん、このように感じたことがありませんか？

日頃より、緊急走行へのご協力
ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。
　春の交通安全運動期間の４月８日（月）夕方、別府ゴダ
イ敷地内で、街頭啓発が行われました。用瀬町交通安全対
策協議会の参加者は、買い物に訪れた人にチラシやお菓
子を渡し、交通安全を呼びかけました。

番号 質問 回答

① ハラスメントの
認定方法について

パワハラ・セクハラ訴訟の
現状について

ネット上の悪質な書き込みの
削除依頼について

②

③

ハラスメントの事実を立証するために、まずは動画や録音、メールなどの客観的証拠が重要
となります。そのような証拠がない場合は、関係者の証言、本人の日記や供述なども証拠と
なりますが、その信用性が吟味されます。なお、ハラスメント行為があったかどうか判断に
迷う場合、裁判所はハラスメントを認定しないのが民事裁判のルールとなります。

ハラスメント「訴訟」ではありませんが、厚生労働省のHPに「職場のハラスメントに関する
実態調査報告書」が掲載されています。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165756.html）。

サイトのオンラインフォームなどから削除依頼をする方法やプロバイダ責任制限法のガイ
ドラインに基づいて削除依頼を行う方法があります。最終手段として、裁判手続により削
除を求めていく方法もあります。

【問い合せ先】用瀬図書館 87-2702


